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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３７１　
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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月18日(2013.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体材料の基板にメモリセルの少なくとも一つのアレイを備えた不揮発性メモリを製
造する方法であって、この方法は、
　ａ）シリコン基板（１）を提供する工程と、
　ｂ）メモリセルのアレイを提供する工程と、ここで、各メモリセルは、基板（１）の上
端にトンネル酸化物層（３）のスタックと、トンネル酸化物層（３）の上端にフローティ
ングゲート層（４）とを備え、メモリセルは、互いに自己整合されかつ高さ方向（Ｙ）に
おいて基板（１）内へ及び上方へ延在するＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）構造によ
り互いから分離される、
　ｃ）トンネル酸化物層（３）の上方の高さ位置で、その高さ位置の上方でフローティン
グゲート（７）が薄くされることになる高さ位置（ｋ１、ｋ３）までＳＴＩ構造（２）を
部分的にエッチングバックすることによりフローティングゲート（７）の側壁の上部を露
出する工程と、
　ｄ）フローティングゲート（７）の露出部（８）の酸化によりフローティングゲート層
（４）の上部を薄くする工程と、それにより、犠牲酸化物（９）を形成し、犠牲酸化物（
９）を除去し、それにより、メモリセルのアレイ（ＸＹ）に沿った断面において逆Ｔ形状
を有するフローティングゲート（７）を生成し、
　ｅ）フローティングゲート（７）の上端及び側面に共重合体誘電体層（５）を形成する
工程と、
　ｆ）共重合体誘電体層（５）の上端にコントロールゲート（６）を形成する工程と、こ
こで共重合体誘電体層（５）は、フローティングゲート（７）からコントロールゲート（
６）を分離する、
の各工程を備えた製造方法。
【請求項２】
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　工程ｂ）において、さらに、高さ方向（Ｙ）におけるフローティングゲート層（４）の
薄肉化を防ぐために、フローティングゲート層（４）の上端にハードマスク（１０）が設
けられ、ＳＴＩ構造（２）とともに自己整合される、請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
　フローティングゲート層（４）はシリコンで作製され、ＳＴＩ構造（２）は酸化シリコ
ンで作製されている、請求項１記載の製造方法。
【請求項４】
　犠牲酸化物層（９）の除去と同じ工程ｄ）において、ＳＴＩ構造（２）は、共重合体誘
電体層（５）によってさらに除去されたＳＴＩ構造の置換を可能にするため、トンネル酸
化物層（３）の上方の第２高さ（ｋ２ｂ）までさらに除去される、請求項１記載の製造方
法。
【請求項５】
　工程ｄ）は、フローティングゲート（７）とコントロールゲート（６）との間の共重合
体誘電体層（５）の下端層（１１）を形成するために、フローティングゲート（７）の露
出部（８）を２回目の酸化をすることをさらに備える、請求項１記載の製造方法。
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